
金9安全センターの
活動報告と方針案

1.情報公開•労働行政の体質改善

2001年4月1日から施行された情報公開法は、 

こと労働行政に関しては、これまでが甚だしい秘匿. 

体質であったがために、その体質改善の有力な武 

器となり得ます。

私たちはこの間、現場に密着した地域センターの 

全国ネットワークという特色を生かして、各地の労働 

基準監督署や都道府県労働局等とのや？)とりと毎年 

の厚生労働省交省、ノ V/リックコメント手続やマスコ 

ミ、国会、審議会等への働きかけなどの従来からの 

手段と組み合わせて、積極的に情報公開法に基づ 

く開示請求を活用してきました。その成果は、本号の 

各資料や2002年3月号特集をはじめ、本誌で逐次 

報告しているところです。この間の教訓は、実際に 

活用していけば必ず成果が上がること、行動を起こ 

さなければ、担当者が変わっただけでもあot言う間 

に逆戻りしてしまうということです。最近では、労働行 

政情報開示請求に取り組む方々から、相談や情報 

が寄せられたりということも増えてきています。

一例を挙げれば、「委託研究」については、これ 

まで一貫して実態を秘匿い:きましたが、昨年ようや 

渉を通じて過去3年度分の労働安全衛生•労災 

補償関係の委託研究一覧リストが提供されました。 

しかし、成果物(研究報告)は開示請求しto込公表 

できないという対応であったため、ともかく過去3年 

度分の全成果物を確保するとともに、委託契約書、 

委託金額等についても合わせて開示請求しました。 

結果、•厚生労働省は委託金額等について不開示と 

決定したため、情報公開審査会に不服申し立て。内 

訳明細は除外したものの、委託金額の合計額は開 

示すべきという審査会の答申が出されて、答申どお 

り開示されるという結末になりました。

より重要なことは、この経過を通じて、少なくとも労 

災補償関係については、すでに委託研究の成果物 

が厚生労働省図書館に納められるようになったこと 

です。安全衛生関係もこれに続ぐbのと信じていま 

す。国民の税金を使って、本来国民の福利の向上 

のために行われた調査研究の成果を、開示請求な 

どという金と手間のかかる手続を経なぐCも見ること 

ができるという状況を、1年がかりで(相当の経費と 

手間も費やじT)実現できたわけです。「委託研究」 

に限りませんが、次は、開示された情報の活用につ 

いての、官と在野の新たな関係を築くという、本来の 

課題に取り組まなければなりません(委託研究で言 

えば、現実に行われた研究の成果をどう生かしてい 

くかということばかりでなく、委託研究のあり方自体 

も問題にしていく必要があるでしょう)。

しかし、いまだに「存在情報Jに当たる委託研究一 

覧は、唯一私たちが交渉の場を通じて入手してレ砀 

という現状が、現行の情報公開法システムの限界を 

示しているとも言えるでしょう。「通達」の「存在情報」 

を公表することも要求し続けていますが、厚生労働 

省側は問題の所在すら理解していない現状です。 

やむなく、労働基準局、安全衛生部、労災補償部の 

発議文書台帳等を開示請求によって入手すること 

って「安全衛生•労災補償関係通達一覧J (30M 
参照)所収のリス!^自前で作成し、情報提做要請 

し、応じなければ開示請求、という賽の河原に石を 

積み上げるような作業を続けているところです。 

一部の審議会•検討会等の会議自体が公開=傍 

•聴可能となったことは、決定的に重要なことです。労 

使、国民の代表や専門家の役割と責任が、晴天の 

もとにさらされることになるからです。残念ながら私 

たちも、本審、部会、分科会を含めた審議会の傍聴
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にはきちんと取り組めていませんが、「肺がんを併 

発するじん肺の健康管理等に関する検討会」には 

第1回から傍聴態勢をとり、8月8日の第4回まで毎 

回、全国じん肺患者同盟の東京東部支部、横須賀 

支部のじん肺被災者の方々や安全センター関係者 

らが傍聴しました。このことは、検討会委員、事務局 

である行政、傍聴者全員にとって有意義であり、た 

んに議事録や資料等の公表•開示とは次元を異に 

するものと信じています。「整形外科の障害認定に 

関する専門検討会」は、7月31日の第13回にして 

初めて、存在を明らかにするとともに、会議を公開 

しましたが、これも傍聴し、今後も継続したいと考え 

ています。「管理濃度等検討会」も会議が公開され 

ており、今後、傍聴していきたいと思います。

7月26日の厚生労働省交渉の結果、公表されて 

はいないものの、現在、上記以外に、「労災保険保 

険制度のあり方に関する専門検討会」、「神経系統 

の機能又は精神の障害認定に関する専門検討会」 

力箔在してだこtが判明しました。専門検討会の会 

議の公開ばかりか存在の公表すら、言わば「官僚 

の匙加減」で決められている現状を早急に改善させ 

ていきたいと考えています。

「脳•心臓疾患の認定基準に関する専門検討会」 

が「時間外労働等の目安時間」を示したことや、「肺 

がんを併発するじん肺の健康管理等に関する検討 

会」が8月8日にじん肺合併肺がんを「合併症にか 

かっていると認められる者として療養を要する者」に 

該当するものと考え適切な療養を確保するとともに、 

離職者も含めたじん肺有所見者全員に年1回、「肺 

がんを見つけるための」のらせんCT検査•喀痰細 

胞診を行うこと等を提言したことは、歓迎されていま 

す(私たちも歓迎します)。しかし、どちらも(座長も同 

一人物ですが)、正式の最終報告がまとめられる前 

に行政当局が内容の記者発表を行っているという 

共通点があります。前者については、会議は公開 

されなかったので、公表された議事録及び開示させ 

た会議資料を分析することにより、後者にっいては、 

直接傍聴したことにより、事務局=行政当局の意を 

受けたかなり強弓Iな運営と終わらせ方をしているこ 

とがわかっています。

「結果さえよければ、経過はどうでもよい」という態 

度をとるととは、結果的に「官僚の匙加減」を容認す 

ることになると、あえて言わざるを得ないと感じてい 

ます。専門検討会等の公開に代表される情報公開 

法が切り拓いた新たな地平に、政策決定プロセスの 

民主化が追いついていないということでもあり、私た 

ちを含めたすべての関係者が開示請求や会議等の 

傍聴などをより一掃積極的に活用していくことが望ま 

れます。

2.労働安全衛生の抜本的転換

「リスクは常にある」、「人間はミスをする」ことを前 

提に、使用者には、リスクをアセスメントし、合理的 

に実行可能なあらゆる手段を使って、リスクを除去• 

低減化する義務があるだけでなく、より快適な職場 

の形成に務めなければならない、ということが労働 

安全衛生の基本です。

日本で伝統的に行われて巧労働安全衛生アプ 

ローチは、これとある意味逆行するものであるとい 

う批判を強めていかなければならないのではないか 

と考えています。例えば、作業管理、作業環境管 

理、健康管理を並列する「3管理」は、「3管理」と言 

いつつ、実際には「健康管理偏重」になっていると 

いうばかりでなぐリスクマネジメントあるいはリスク 

の除去•低減化に当たっては、発生源対策、伝播 

経路対策、個人防護対策という「3つのレベルと優 

.先順位」が祕tいう「原則(常識)J (対策の原則は、 

個人対策よりも技術(工学)的、集団的、組織的対 

策、あるいは、二次•三次予防よりも一次予防(事 

後処理 < 問題発見 く 予防•改善)という示し方もで 

きます)を定着させるのを妨げてきたとも言えるから 

です。とくに、個人防護対策については、使用者に 

それを義務づけるのではなく、むしろ、個人防護を必 

要としない条件を確保すること、仮に個人防護対策 

を必要とする場合には一時的、緊急避難的なもの 

に限るという義務づけに転換させていかなければな 

らないのではないでしょうか。

「ゼロ災」運動が、「リスクは常にある」一「労働災 

害は常に起こり得る」という事実に反する(したがっ 

て信用もされない)ものであることは論をまちません 

が、「KYT(危険予知訓練)」、「3S、5S」等も含め
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て、「労働者の注意」によって安全衛生を確保すると 

いう「人に頼る」アプローチの典型であるし、「運動」 

として展開されることに端的に示されているように、 

「精神主義」以外の何ものでもありません。

このような伝統的アプローチが、労働災害•職業 

病の防止という点で非科学的であるばかりでなく、実 

は日本における「労災隠し」の下支えをしてい父と。 

また、労働災害•職業病が発生してしまった場合に 

も、責任は現場の労働者に帰され、真の原因を追 

及して、リスクの除去•低減化にフィードバックされな 

いという点も含めて批判され、見直される必要があ 

ります。

こうした観点からの労働安全衛生法令•システム 

の抜本的転換を訴えてきましたが、同時に法令の執 

行のあり方も問題にしていかなければならないでしょ 

う。「労使の自主的対応」が強調されるなかで(それ 

自体は誤ゴCいな此考え討)、「監督」も「指導」も 

どち^の手法も著しく生彩を欠き、現実的な役割を果 

たさなくなってきていると思われるからです〇

「労災隠し」や脳.心臓疾患認定事例の発生職場 

の書類送検がようやく話題になってきていますが、 

わが国における労働法令違反に対する刑事罰の 

適用はあまりにも少なすぎます。罰則付きで強制適 

用すべき領域は現に存在しており、とりわけ、「隠し 

た」、「嘘をついた」ことに対する懲罰的制裁を格段 

に強化し、現場責任者だけでなく (よりも)企業のトッ 

プの責任の追及をより可能なかたちにして、処罰す 

べきものは徹底的に処罰することが必要です。

一方で、「頻発」される指針やガイドラインについ 

て、法令上、執行上等でより実効性を確保するため 

の仕組みを考えなければならない時期にきているの 

ではないでしょうかか。前述したような対策の原則の 

で、個々の職場ごとに異なる個別事情や日々進 

歩•変化する状況のなかで、「合理的に実行可能な 

あらゆる手段」をすべて法令上規定することは不可 

能であるばかりか、適切でもありません。問題は、そ 

れらの指針やガイドラインの基盤•根拠をより確固と 

したものにすべきだということです。

EU法のように、「使用者には、リスクをアセスメン 

卜し、合理的に実行可能なあらゆる手段を使って、 

リスクを除去•低減化する義務があること」等自体を 

法令上明記すること、そのうえで、イギリス法のよう 

に、「合理的に実行可能なあらゆる手段」がとられて 

いるかどうかの争いになった場合に、指針やガイド 

ラインを遵守していることが使用者が自己を正当化 

する根拠になるという仕組みや、(あまり勧められま 

せんが)アメリカ法のように、指針やガイドライ.ンに 
従っている場合には、監督等に際して優遇措置¥設 

けることなど、諸外国の事例•経験も研究しながら、 

早急に実効性のある対策を取るべき時期にきてい 

ると考元ます；

3.いくつかの個別課題について

以上のような諸課題をあらゆる機会を通じてキヤ 

ンペーンし、また、厚生労働省交省などでぶつけて 

いきたいと考えています。

個別課題で^:、アスベスhhじん肺合併肺がん 

で重要な進展がありました。

アスベスNこついては、今年6月28日に坂口厚生 

労働大臣が記者会見で、「白石綿についても、国民 

の安全、社会経済にとって石綿製品の使用がやむ 

を得ないものを除き、原則として、使用等を禁止する 

方向で検討を進め」るt表明したのです。現時点では 

まだ、禁止導入の時期や禁止から除外されるものの 

範囲等は明らかにされていませんが、ようやく日本 

も石綿(アスベスト)全面禁止に踏み出しました。一 

日も早くこの方針を実行に移させるとともに、今後爆 

発的増大が予想される健康被害対策、建築物を中 

心にすでに使用されてしまってレ込既存アスベスト対 

策、等の抜本的強化を迫っていきます。また、この 

間、アスベス囉災者の遺傢)族の全国的な交流が 

はじめられており、これをサポートしていきたいと考 

えています。

じん肺合併肺がんについても、さる8月8日、「肺 

がんを併発するじん肺の健康管理等に関する検討 

会」が、前述のように、じん肺有所見者を対象とした 

健康管理に関する提言を行い、厚生労働省は年内 

にもじん肺法令等を改正して対処すると表明してい 

ます。1997年に国際がん研究機関(IARC)が結晶 

質シリカの発がん性評価を確定させて以来、この問 

題を独自に追及し続け、一方で被災者•遺族の労災
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補償請求や裁判を支援じCきた私たちは、この間一 

定の影響を及ぼしてきたと言えますし、今後の作業 

もきちんとチェックしていきたいと思います。それにし 

ても、2000年11月の「職業がん対策専門家会議の 

検討結果」、同年12月の「じん肺症患者に発生した 

肺がんの補償に関する専門検討会報告書」、2002 
年3月の「じん肺有所見者の肺がんに係る医療実 

践上の不利益｝こ関する専門検討会報告書」及び今 

回の検討会の提言といぐ3もの専門検討会が開か 

れ労災補償の取り扱いも、平成13年5月29日付 

け基労補発第14号で「管理3 ロで一定の条件を満 

たす場合」に拡大、平成14年3月27日付け基発第 

0327005号で「管理3または4相当と認め咙る者」 

にまで拡大、そして今回の提言を受けておそらぐ管 

理2以土の者すべて」に拡大されることが予想され 

るという流れに至る厚生労働省の対応は、縦割り主 

義の弊害の典型であり、被災者の願いを無視したも 

のと批判せざるを得ません。

健康保険の診療報酬の改定fこ「準拠する」という 

名目で、平成14年4月10日付け基発第0410007 
号り「労災診療費算定基準の一部改定」が行わ 

れました。医療機関が、減額された診療に消極的に 

なる、あるいは、治療をしないなどの対応を取ること 

によって、労災医療サービスの水準低下や労災打 

ち切りの発生が懸念きれ、現に全国各地で問題が 

生じています。医師会等からの反発もあって、平成 

14年5月13日付け基労補発第0513001号によっ 

て、再診料、外来加算管理、リハビリテーション料に 

ついて事実上3か月実施の延期(経過措置)が行わ 

れました。しかし、森林労連や連合など労働組合の 

抗議に、私たちも7月26日の厚生労働省交省で問 

題にし、国会でも取り上げ¢41ましたが、厚生労働省 

は7月以降は改訂料金で徹底という姿勢を崩そうと 

していません。労災被災者の療養のあり方につい 

て迫っていく必要があります。

前述のとおり、いま現在開催されている検討会等 

は、①「管理濃度等検討会」、②「労災保険保険制 

度のあり方に関する専門検討会」、③「整形外科の 

障害認定に関する専門検討会」、④「神経系統の機 

能又は精神の障害認定に関する専門検討会」の4 
つということです。①と④については、会議自体も公 

開され、かなり間際になってからですが、厚生労働 

省のホームページで開催案内もされるので、可能な 

限り傍聴体制をとり、②と④についても公開を迫ると 

同時に、検討の内容を明らかにさせて、働きかけを 

行っていきたいと考えています。また、今後、会議が 

公開されている労働政策審議会、安全衛生部会、 

じん肺分科会についても、可能な限り傍聴をしたい 

と思います。

情報公開付に基づく開示請求関係では、地方労 

災医員名簿の公開が情報公開審査会の答申にも 

かかわらず、当事者からの異議申し立てによってい 

まだ実現していません。この問題を追及するととも 

に、引き続き様々な情報の開示•提供を進めていき 

ます。また、今年度はパブリックコメント手続にに対 

する意見提出をしませんでしたが、これもできるだけ 

意見表明の機会を活用していきたいと思います。

4.全国安全センター独自の活動

6年目を迎えた全国一斉相談活動は、「ストヅ 

ザ•労災隠レ-労災職業病ホットライン」と名づけて、 

2001年10月1-3日に実施しました。今回は初めて、 

フリーダイヤルを設置して、日本全国どiからでも無 

料で相談できるという体制をとりました。過去最高の 

19団体がこの取り組みに参加し、3日間に寄せられ 

た相談件数は、前年と同じ210件でした。今年度も 

第13回総会で実施体制を検討していただいて、行っ 

ていきたいと思います。

全国一斉ホットラインと日常の相談活動、各地の 

労働基準監督署や都道府県労働局とのやりとり等 

を踏まえて、全国安全センターとしての厚生労働省交 

省というパターンも定着してきました。今年度は事務 

局長の多忙で実施が例年よりもかなり遅れてしまっ 

たのですが、7月26日に、①全般的事項、②労働安 

全衛生関係、③労災補償関係の3部に分けて、合 

計3時間の交渉を行ったところです(くわしい報告は 

10月号で行う予定です)。各都道府県労働局に対し 

でし毎年交渉を実施して厚生労働省交省と連動さ 

せていくことが望まれます。

「安全センター情報Jは、年11号(1*2月号が合併 

号)発行する体制を持続しました。卜40頁に続く)
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2001痒赓収支決算案
2001年4月1日から2002年3月31日

1)収入の部

2)支出の部

勘定科目 決算額 前年度決算額 增減 予算額 増減

地域C会費 1,900,000 1,730,000 170,000 1,800,000 100,000
賛助会費 4,355,000 3,836,382 518,618 5,000,000 A 645,000
購読会費 764,000 573,406 190,600 1,000,000 A 236,000
寄付金収入 829,000 820,000 9,000 500,000 329,000
資料頒布費 225,030 125,040 99,990 500,000 ▲ 274,970
雑収入 1,205,886 759,775 446,111 1,000,000 205,886
前期繰越金 ▲155,282 540,143 ▲ 695,425 ▲155,282 〇

合 計 9,123,634 8,384,740 738,894 9,644,718 ▲ 521,084

勘定科目 決算額 前年度決算額 増減 予算額 増減

人件費 3,744^30 3,656,876 87,654 3,800,000 ▲ 55,470
活動費 990,705 632,810 357,895 800,000 190,705
印刷費 2,140,306 2,307,889 ▲167,583 2,400,000 ▲ 259,694
通信運搬費 1,138,962 1,096,313 42,649 1,000,000 138,962
什器備品費 138,096 37,422 100,674 300,000 ▲161,904
図書資料費 87,260 89,792 ▲ 2,532 200,000 ▲112,740
消耗品費 145,423 183,820 ▲ 38,397 300,000 ▲154,577
会議費 760,770 495,910 264,860 500,000 260,770
頒布資料費 14,400 18,580 ▲ 4,180 100,000 A 85,600
雑 費 145,400 20,610 124,790 100,000 45,400
予備費 〇 〇 〇 144,718 ▲144,718
小 計 9,305,852 8,540,022 765,830 9,644,718 ▲ 338,866
次期繰越金 ▲182,218 ▲155,282 ▲ 26,936
合 計 9,123,634 8,384,740 738,894
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全国安全センター第13回総会議案

貸借対照表(2002年3月31日現在)

1)資産の部

2)負債及び正味財産の部

勘定科目 金 額 前年度末現在金額

現金 17,210 11,214

預金

普通預金(東京労働金庫) 69,531 28,430

普通預金(富士銀行) 93,207 69,190

郵便振替 184,834 147,484

資産合計 364,782 256,318

勘定科目 金 額 前年度末現在金額

借入金 〇 〇

未払金 547,000 411,600

負債合計 547,000 411,600

次期繰越金 ▲182,218 ▲155,282

正味財産合計 ▲182,218 ▲155,282

負債及び正味財産合計 364,782 256,318

(38頁から続く)最近60頁を超す号が増え、2002 
年1• 2月の合併号では初めて100頁を突破しました 

が(106頁)、内容的にはおおむね好評をいただい 

ているようです。ご意見•ご要望を寄せていただくこ 

とを期待しています(随時受け付け)。2001年度か 

ら始まった塩沢美代子さんの連載「語りつがねばな 

らぬこと一日本•アジアの片隅から一」は大好評で、 

すでに出版の話も出ています。英文のFJOSHRC 
NewsletterJ は、N0.23 (Apr. 2001)、No.24 (Sep. 
2001)>N0.25 (Mar. 2002)を発行しました。

ホームページのアップデートには着手できていま 

せん。「労住医連•安全センター資料箱J(http:// 
isweb30.infoseek.co.jp/computer/roudoul/) 
に、開示請求で入手した資料等の一部が掲載され 

ていますので、ご利用さい。開示請求で入手した 

「委託研究」の成果物等については、実費でのコピー 

の提供を実施しているところです。各種資料の保管• 

整理のためにスキャナーでデジタル情報にする体 

制を整え、部分的に検討会資料等をPDFファイル 

でE メール配布することなどができるようになってい 

ますが、まだ十分活用できているとは言えません。

被災者•労働者の立場にたった世界の草の根 

NGO等の国際交流は着実に進んでいます。香港、 

韓国、台湾の友誼団体を中心にANROAV (労災 

被災者の権利のためのアジア•ネットワーク)の年次 

会議には、この間毎回参加するようにしています。 

2001年9月にウィーンで第8回ヨー ロッパ•ワークハ 

.ザーズ会議が開催され、日•英•南ア合同アスベス 

ド写真展が実現しました。今年11月には初めて、フィ 

ラデルフィアで開催されるアメリカのCOSHグルー 

プの年次会議に参加します(労働者の参加する権 

利について国際比較するパネルディスカッションを 

したいという提案があったのですが、少なくとも法令 

上は一切の権利が規定されていない日本の実情を 

説明するのは悲しいことでした)。

,毎回の釈明で恐縮ですが、健全な財政状況には 

とうてい至っていない状況が続いています。賛助•購 

読会員の拡大と同時に、各種編集や様々な取り組 

みにも会員諸氏の積極的な参加をお願いし、事務 

局長多忙を言い訳に活動が停滞することのないよ 

う奮闘する決意ですので、引き続きよろしく KHTl 
お願いいたします。 kuiu
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2002年度収支予算案
2002年4月1日から2003年3月31日

1)収入の部

2)支出の部

勘定科目 予算額 前年度決算額 増減 前年度予算額 増減

地域C会費 2,000,000 1,900,000 100,000 1,800,000 200,000
賛助会費 5,000,000 4,355,000 645,000 5,000,000 〇

購読会費 1,000,000 764,000 236,000 1,000,000 〇

寄付金収入 800,000 829,000 A 29,000 500,000 300,000
資料頒布費 300,000 225,030 74,970 500,000 A 200,000
雑収入 1,000,000 1,205,886 ▲ 205,886 1,000,000 〇

前期繰越金 ▲182,218 ▲155,282 ▲ 26,936 ▲155,282 ▲ 26,936
合 計 9,917,782 9,123,634 794,148 9,644,718 273,064

勘定科目 予算額 前年度決算額 増減 前年度予算額 増減

人件費 4,000,000 3,744,530 255,470 3,800,000 200,000
活動費 800,000 990,705 ▲190,705 800,000 〇

印刷費 2,400,000 2,140,306 259,694 2,400,000 〇

通信運搬費 1,000,000 1,138,962 ▲138,962 1,000,000 〇

什器備品費 400,000 138,096 261,904 300,000 100,000
図書資料費 200,000 87,260 112,740 200,000 〇

消耗品費 200,000 145,423 54,577 300,000 ▲100,000
会議費 500,000 760,770 ▲ 260,770 500,000 〇

頒布資料費 100,000 14,400 85,600 100,000 〇.

雑 費 100,000 145,400 ▲ 45,400 100,000 〇

予備費 217,782 〇 217,782 144,718 73,064
合 計 9,917,782 9,305,852 611,930 9,644,718 273,064
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(社団法人神奈川労災職業病センター所長、医師) 

(財団法人高知県労働安全衛生センター専務理事)

(NPO法人東京労働安全衛生センター代表、医師)

(元労働基準監督官、前置賜労働基準協会専務理事)

(三多摩労災職業病センター事務局長、弁護士)

(社団法人神奈川労災職業病センター専務理事)

(NPO法人愛媛労働安全衛生センター事務局長)

(自治体労働安全衛生研究会事務局次長)

(尼崎労働者安全衛生センター事務局長)

(専従)

(関西労働者安全センター事務局長)

(NPO法人東京労働安全衛生センター事務局長)

(三多摩労災職業病センター事務局) 

(関西労働者安全センター事務局次長)

(衆議院議員)

(元国立公衆衛生院院長)

攏本学園大学助教授、熊本県労働安全衛生センター副理事長) 

(元労働基準監督官、自治体労働安全衛生研究会副会長)

議.長 

副議長

運営委員

事務局長 

事務局次長

会計監査 

特別顧問 

顧 問

(->34頁から続く)

2002. 3.29※基発第0329018-20号「ボイラー等の連 

続運転に係る認寒制度についてJ
2002. 3.29 ,基発第0329039.40号「小規模雜場等団 

体安全衛生活動援助事業難要綱の改正に 

ついて」

2002. 3. 29※基発第0329044号「職場におけるメンタ 

bルス対策轉  業者等支援事業の実施に 

ついて」

2002. 3. 29※基安発第0329003号「上下水道等工事 

における土砂崩壊災害防止対策の推進につ 

いて」
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2002. 3. 29※基安安発第0329001号「携帯電話筐体 

等の仕上げ加工に係るマグネシウム合金粉 

じんによる爆発火災災害の防止についてJ

*厚生労働省ホームページ「法令等データベースJ (http:/ 
/wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/)所収

※(財)安全衛生情報センター「法令情報J (http://www. 
jaish.gr.jp/anzen/html/select/anhrOO.htm)所収 

〔〕安全センター情報掲載号

情報公開法Iユって開示さ妝、労働基準局、労災補償 

瓿安全衛生部の「発議文書台帳Jと補償課「発送文書台 

帳」および上記ウェブサイ！^参考にした。

2002年赓役員体制案
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